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平成元年（1989年）の地下水汚染報

道以降、本市では市一丸となって汚染

対策に取り組み、地下水汚染実態調査、

有識者等による審議会の設置、条例の

制定、浄化事業の実施など、全国に先

駆けた取組みを推進してきました。

これらの取組みは実を結び、平成16

年（2004年）1月1日、当初百年かかる

といわれていた浄化目標の達成を条例

施行から約十年で達成し、発端の地と

なった湧水地「弘法の清水」（大秦町

1-31）で名水復活を宣言しました。

古くから湧水を生活用水として利用

してきた本市では、地域の住民による

保全活動が行われてきました。

全国初の自営簡易陶管水道として明

治23年（1890年）に給水を開始した

「曽屋水道」は、用水路を介した感染

症の流行に端を発し、資金調達や施工

計画を地域住民が主体的に行っており、

その歴史的価値が認められ、国登録記

念物（遺跡関係）や土木学会選奨土木

遺産にも登録されています。

昭和40年代（1970年頃）には、経済

成長に伴い進んだ工業化や人口増加、

市街地の舗装化により地下水が減少し、

一部の地域で断水や井戸枯れが発生す

るなどの地下水障害が発生しましたが、

これを契機として、本市の地下水保全

施策が具体化されてきました。

昭和60年（1985年）には豊かな地下

水や保全施策が評価され、環境庁（現

環境省）が選出する「名水百選」に選

ばれ、名水の里として全国に名を馳せ

ることとなります。

名水百選の選定から間もない時期の

地下水汚染報道は市民に大きな衝撃を

与えましたが、古くから丹沢の山々が

育む地下水を利用し、守り続けてきた

先人たちの取組みがあったからこそ、

市一丸となって地下水汚染対策に取り

組み早期の復活ができたと思われます。

現在も市営水道の約７割は地下水を

水源とし、生活用水として利用された

湧水は水汲み場や親水施設として人々

の心を潤しています。

名水百選選抜総選挙おいしさが素晴

らしい名水部門で全国１位に選ばれた

「おいしい秦野の水－丹沢の雫－」に

代表される秦野名水を将来にわたり守

り伝えるべく、改めてこれまでの取組

みを振り返り「健全で持続可能な水循

環の創造」を目指します。
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地下水汚染の発覚

平成元年（1989年）1月、名水百選

「秦野盆地湧水群」を代表する湧水

「弘法の清水」が、有機塩素系化学物

質（テトラクロロエチレン）に汚染さ

れていると写真週刊誌に報道され、市

民に大きな衝撃を与えました。

報道内容を確認するため、市が水質

調査を実施したところ、水道の暫定水

質基準（現水質基準）の約2倍のテトラ

クロロエチレン（0.021mg/L）が検出

されました。

地下水汚染実態調査

汚染報道を受け、市内の井戸や湧水

を利用して全市的な概況調査を行い、

調査全体では326地点中41地点が基準

を超過していました。

健康被害防止対策

飲用井戸調査の結果から、トリクロ

ロエチレン、テトラクロロエチレン、

又は1,1,1-トリクロロエタンのいずれか

が水質基準を超過している井戸を専用

利用している世帯に対しては、緊急対

策として市費で市営水道への切り替え

を実施し、併用井戸の所有者に対して

は飲用指導を行いました。

秦野市地下水汚染対策審議会

弘法の清水汚染報道以降、その後の

地下水汚染対策をどのように進めるべ

きかについて専門家の意見を聴くため、

平成元年10月23日、市長の附属機関と

して「秦野市地下水汚染対策審議会」

を設置しました。

当時の委員は学識経験者、企業代表、

市民代表、市議会議員、行政機関から

なる13名で構成され、このうちの５名

で専門部会を組織しました。

平成2年6月14日には、市が早急に着

手すべき施策として、①未然防止、②

汚染機構の解明、③健康調査の3項目に

ついて審議会から第１次答申がありま

した。
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①未然防止対策

事業所名簿を基に製造業、サービス

業（普通洗濯業のみ）に対し汚染物質

の使用状況を調査し、使用実態の把握

に努めました。

使用事業所に対しては新たな汚染を

引き起こさないようにするため、立入

調査を実施し、汚染物質の適正使用、

管理を指導するとともに定期的に排水

・排ガスの調査を実施しました。

②地下水汚染機構解明調査

汚染地域全体の地質構造、帯水層の

分布、汚染経路等を解明するため、市

の中央部を流れる水無川の左岸2.5k㎡

を神奈川県が、右岸5.0k㎡を秦野市が

分担してフィンガープリント法による

表層調査を実施しました。

汚染範囲の特定後、平成2,3年度には

事業所敷地外の左岸15地点22本（県）、

右岸16地点22本（市）をボーリング調

査しました。

これにより、汚染の水平・垂直分布

が把握されました。

事業所敷地内においては、平成2,3年

度に行ったボーリングバー・検知管法

により、103社中61社で土壌の汚染が

確認されました。

③健康調査

第１次答申の結果を踏まえ、井戸水

利用者に対して戸別訪問や通知を行い

市民基本健康診査の受診率向上を図り、

審議会委員である専門家によるデータ

の解析を行いました。

その結果、平成6年11月には汚染地下

水利用者の多い地区と他の地区を比較

してもがんの発生率等の差異はなく、

汚染地下水の飲用による健康影響は認

められないとの結論にいたりました。
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条例化の動き

平成4年11月18日には、土壌・地下

水の浄化対策のための諸施策の実施、

総合的対策法制化の2項目について審議

会から第２次答申がありました。

条例案は米国のスーパーファンド法

の考え方も取り入れ、法律の専門家を

含む審議会の専門委員会で検討を重ね、

平成5年4月21日に審議会に対して諮問

を行いました。答申結果を踏まえ定例

市議会で可決され、平成6年1月1日、

「秦野市地下水汚染の防止及び浄化に

関する条例」が施行されました。

関係事業者による土壌浄化事業

条例施行後は、市が行う基礎調査の

結果を踏まえ、関係事業所が自ら計画

を策定して行う詳細調査結果に基づき、

それぞれの汚染現場に適した方法で浄

化事業に着手しました。

その手法は多岐に渡りますが、最も

効率的な汚染土壌の掘削除去（外科的

手法）は操業中の事業者では負担が大

きく、汚染深度が浅く物理的に掘削可

能で、汚染範囲も狭い等の条件が必要

になります。

そのため、内科的手法として考案さ

れたのが真空抽出法やガス吸引法で、

本市の地質構造を生かした手法が採用

されました。

- 05 -



地下水浄化の取組み

平成8年度までに45社の汚染地で土壌

浄化事業が行われ、直下にある地下水

は急速に改善されました。

しかし、地下水の流れは遅く、上流

域の改善効果が下流域に及ぶのに10年

余りかかると試算されるため、水循環

を早める浄化事業が不可欠となりまし

た。

そこで平成8年度には、水無川左岸で

汚染された地下水を揚水・浄化処理し、

この水を地中に還元する「地下水揚水

処理・地中還元（地下水の人工透析）

実証実験を行いました。

その結果、この手法が新しい浄化事

業として活用できることが実証された

ため、平成9年度にはさらに1基を設置

し、合わせて２か所（水無川左岸）で

実施しました。

平成10年度からは、水無川右岸でも

地下水揚水処理・地中還元事業を開始

し、「弘法の清水」をはじめとする南

地区の湧水にその効果が顕著に表れて

きました。

名水復活宣言

平成12年3月に「秦野市地下水汚染の

防止及び浄化に関する条例」は廃止と

なり、従来の地下水質の保全に地下水

量の保全を盛り込んだ「秦野市地下水

保全条例」が施行されました。

市一丸となって取り組んだ汚染対策

により、平成14年1月には条例に定める

浄化目標を達成し、その後も引き続き

水質が安定的に推移してきているため

平成16年1月1日、弘法の清水を舞台に

「名水復活」を宣言しました。
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秦野名水の利活用

「秦野市地下水保全条例」では地下

水を市民共有の財産（公水）であると

の認識のもと、秦野盆地内の地下水を

適正に保全・管理するため新規井戸の

設置を原則禁止としています。

様々な地下水保全施策の推進により

秦野盆地の水収支は黒字傾向にあり、

盆地中央部に設置した監視基準井戸の

水位も安定しています。

平成26年には新規井戸の掘削に係る

ただし書き許可の要件、「市長が特に

必要と認めるとき」について、利活用

を目的とした評価基準などをまとめた

「秦野名水の利活用指針」を策定し、

地下水を活用した秦野名水のブランド

化への取組みを進めました。

この利活用指針では市域に存在する

地下水を水源とする水を「秦野名水」

と呼称し、①用途及び使用量、②水質

（汚染リスク）、③名水の普及効果に

ついての評価点を定め、優先度や地域

特性に応じて利活用を図ることとして

います。

これに加え、令和2年には「名水の里

秦野」のブランド力向上と郷土愛の醸

成を掲げる「秦野名水の活用戦略」を

定め、計画期間の5年間で重点的に取り

組む4つの戦略を設定し、推進体制を確

立しました。

おいしい秦野の水－丹沢の雫－

平成20年に販売を開始したボトルド

ウォーター「おいしい秦野の水－丹沢

の雫－」は、環境省が名水百選選定30

周年を記念して行った「名水百選選抜

総選挙」でおいしさが素晴らしい名水

部門全国1位を獲得しました。

採水地：秦野市羽根

硬 度：89mg/L

- 07 -



- 08 -

年表

海
底
火
山
だ
っ
た
丹
沢
が
本
州
に
衝
突

約

500
万年前

伊
豆
火
山
島
が
本
州
に
衝
突

押
さ
れ
る
形
で
丹
沢
山
地
が
隆
起

約

100
万年前

大
磯
丘
陵
が
隆
起
し
始
め
る

約

13
万年前

渋
沢
断
層
が
活
動
を
開
始

秦
野
盆
地
が
形
成
さ
れ
始
め
る

約

3
万年前

湧
水
を
使
っ
て
生
活
す
る
曽
屋
村
で
感
染
症
が
流
行

多
く
の
村
人
が
亡
く
な
る

明治

12年

1879年

全
国
初
の
自
営
簡
易
陶
管
水
道
「
曽
屋
水
道
」
給
水
開
始

明治

23年

1890年

増
水
工
事
に
よ
り
本
町
第
一
取
水
場
「
紀
伊
ノ
守
水
源
」
が
開
削

大正

8年

1919年

関
東
大
震
災

多
く
の
給
水
管
が
損
傷

大正

12年

1923年

２
町
２
村
の
合
併
に
よ
り
秦
野
市
が
発
足

昭和

30年

1955年

「
秦
野
盆
地
湧
水
群
」
選
定

環
境
庁
（
現
環
境
省
）
が
昭
和
の
名
水
百
選
を
選
定

昭和

60年

1985年

弘
法
の
清
水
（
大
秦
町
）
の
地
下
水
汚
染
報
道
が
写
真
週
刊
誌
に
掲
載

平成

元年

1989年



- 09 -

「
秦
野
市
地
下
水
汚
染
の
防
止
及
び
浄
化
に
関
す
る
条
例
」
制
定

平成

6年

1994年

地
下
水
を
公
水
と
す
る
「
秦
野
市
地
下
水
保
全
条
例
」
制
定

平成

12年

2000年

秦
野
市
地
下
水
総
合
保
全
管
理
計
画

策
定

平成

15年

2003年

名
水
復
活
宣
言
（
１
月
１
日a

t 

弘
法
の
清
水
）

弘
法
の
清
水
の
汚
染
が
恒
常
的
に
環
境
基
準
を
下
回
る

平成

16年

2004年

環
境
省
が
「
平
成
の
名
水
百
選
」
を
選
定

平成

20年

2008年

秦
野
市
地
下
水
総
合
保
全
管
理
計
画

改
定

平成

23年

2011年

秦
野
名
水
の
利
活
用
指
針

策
定
（
ロ
ゴ
マ
ー
ク
作
成
）

平成

26年

2014年

「
お
い
し
い
秦
野
の
水
～
丹
沢
の
雫
～
」
が
お
い
し
さ
部
門
で
全
国
１
位
を
獲
得

名
水
百
選
選
定
３
０
周
年
記
念
「
名
水
百
選
選
抜
総
選
挙
」
開
催

平成

27年

2015年

ソ
ム
リ
エ
田
崎
眞
也
氏
が
講
演
し
千
人
以
上
が
参
加

第
１
回
秦
野
名
水
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催

平成

29年

2017年

初
の
「
秦
野
名
水
名
人
講
座
」
開
講
・
「
秦
野
名
水
名
人
講
」
発
足

秦
野
市
地
下
水
総
合
保
全
管
理
計
画

改
定

令和

3年

2021年

Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ａ
Ｎ
名
水
ス
ポ
ッ
ト
名
称
公
募

３
地
点
の
名
称
が
決
定
（
１
月
１
日
）

令和

5年

2023年

名
水
復
活
宣
言
２
０
周
年
記
念
（
１
月
１
日
）

令和

6年

2024年



名水復活宣言から20周年を迎えることを記念して、水の日関連事業「第8回秦野名水

フェスティバル」内において次のとおり記念式典を開催しました。

日時 令和５年８月５日（土）午前10時半から

場所 クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）小ホール

第１部

市長挨拶 秦野市長 高橋 昌和

来賓挨拶（敬称略） 秦野市議会議長 小菅 基司

神奈川県副知事 小板橋 聡士

衆議院議員 牧島 かれん

参議院議員 井上 義行

環境省大臣官房審議官 針田 哲

神奈川県議会議員 神倉 寛明

神奈川県議会議員 谷 和雄

来賓紹介

動画放映「秦野名水復活の道のり」

第２部

記念講演 横浜国立大学大学院環境情報研究院

准教授 小林 剛 （秦野市地下水保全審議会 会長）

パネルディスカッション パネラー 小林 剛

長瀨 和雄（秦野市地下水保全審議会前会長）
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司会

皆様、本日は秦野名水復活20周年記念式典

にお集りいただき誠にありがとうございます。

私は、司会進行を務めます秦野市環境共生

課長の谷と申します。よろしくお願いいたし

ます。

平成元年、秦野駅近くにある名水百選の代

表的な湧水「弘法の清水」、この汚染報道を

きっかけに秦野市は独自に条例の制定など地

下水汚染対策に取り組み、まれにみる速さで

弘法の清水の水質が改善しました。そして、

平成16年1月1日に名水復活を宣言いたしまし

た。本日は、来年1月、名水復活宣言から20

年を迎える事を記念して式典を執り行います。

開会に当たりまして、秦野市長 高橋昌和

よりご挨拶させていただきます。

高橋市長

皆様こんにちは。秦野市長の高橋昌和でご

ざいます。本日は秦野名水復活20周年記念式

典にお集りいただきまして、誠にありがとご

ざいます。また、大変お忙しい中、小菅市議

会議長、小板橋神奈川県副知事、牧島衆議院

議員、井上参議院議員、針田環境省大臣官房

審議官、神倉県議会議員、谷県議会議員、小

林地下水保全審議会会長をはじめ、多くのご

来賓の皆様にご臨席を賜り厚くお礼を申し上

げます。

丹沢山地と渋沢丘陵に囲まれました典型的

な盆地地形を形成する秦野市におきまして、

山々と緑が育む豊かな地下水は暮らしの発展

に欠かせない身近な存在でした。良質な地下

水と水環境の保全状況が極めて優良であると

の理由から、昭和60年には環境省が行いまし

た名水百選に秦野盆地湧水群が選ばれまして、

名水の里としての評価を確立しました。

その矢先、平成元年に代表的な湧水地「弘

法の清水」の化学物質による地下水汚染の報

道は、私たち市民に不安と衝撃を与えるもの

でございました。本市の主要な水道水源でも

ある地下水の水質改善に向けて専従組織の立

ち上げ、専門家の助言に基づく関係条例の整

備、地下水汚染機構の調査と浄化装置の開発

など、全国にも前例がない様々な取組みを、

行政と事業者、市民一体となって共同して

行った結果、当初百年かかると言われた水質

の回復を十年余りで達成し、名水復活を宣言

出来た事は地下水が市民共有の財産であると

いう認識が市民の皆さん一人ひとりに共有さ

れていたからではないかと思います。

平成16年1月1日に弘法の清水で名水復活が

宣言されてから、来年、令和6年1月1日で20

周年を迎えます。現在、秦野名水として人々

に親しまれている地下水には先人達の水質回

復に向けた取り組み、たゆまぬ努力、保全へ

の思いなど歴史がございます。20周年という

節目を迎えるに当たって、復活宣言という、

その背景にある名水の歴史に思いをはせ、次

世代に語り継いでいく事は我々の責務である

と思います。

本日は水の日、水の週間にちなみ、水の大

切さ、健全な水循環について理解を深めても

らう日でございます。この後に、記念講演や

パネルディスカッションも開催されますが、

会場内各所で水に関連する様々なイベントが

行われます。ご来場いただきました皆様には

水に親しみ、楽しみ、思い出に残る1日をお

過ごしいただければと思います。

今日一日どうぞよろしくお願いいたします。
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司会

ありがとうございます。まず、本日ご列席

いただきました皆様からご祝辞を頂戴したい

と思います。初めに秦野市議会議長 小菅基

司様、お願いいたします。

小菅議長

皆様こんにちは。ご紹介いただきました秦

野市議会議長の小菅基司でございます。

今日は同僚議員多数出席しておりますが、

私から代表として一言ご挨拶をさせていただ

きます。

まずは秦野名水復活20周年記念式典がこの

ように盛大に開催されました事を、心からお

慶び申し上げる次第でございます。

そして、名水復活に向けた先人の努力、そ

して復活してからの名水秦野のブランド力向

上にご尽力いただいている事、私の立場から

も感謝と敬意を述べさせていただきます。

さて、私は秦野生まれ秦野育ちであります。

私が育った昭和40,50年と申しますと水無川

は名水の里と言えるような川ではありません

でした。それが今日では子供たちが夏になる

と川遊びができるような、大変清らかな川に

なりました。

この20周年記念イベントを境に、水無川も

復活したんだという事、先人の努力をもっと

称えてもいいのではないかなという風に私は

思っておりますので、その辺の取組みも是非

よろしくお願いをしたいと思います。

結びになりますが、秦野名水の益々のブラ

ンド力の向上、そして今日ご参加の皆様の健

康とご多幸をお祈りしましてご挨拶とさせて

いただきます。

本日は誠におめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして神奈川

県副知事 小板橋聡士様、お願いいたします。

小板橋副知事

皆様こんにちは。神奈川県副知事の小板橋

でございます。本日は名水復活20周年記念式

典がこのように盛大に開催されますことを、

心からお祝い申し上げます。

思い起こせば高度経済成長の時代、大気汚

染や水質汚濁などの公害が大きな社会問題と

なりました。その後、大気環境や水環境は改

善してまいりましたが、平成に入りまして、

昭和の時代に使われた有機塩素系化学物質に

よる地下水汚染が顕在化してきた所でござい

ます。名水の里として知られます秦野でも、

平成元年に地下水汚染が発覚し、大きな問題

となった訳でございます。

こうした事から県では水質汚濁防止法に基

づき地下水の常時監視を開始するとともに、

平成3年には神奈川地下水総合保全計画を策

定し、良好な地下水確保に向けた総合的な取

組みを進めてまいりました。そして、秦野市

様におかれましては、平成6年から全国初と

なります市の条例に基づきました地下水調査

と地下水汚染の浄化対策を開始されたところ

でございます。

こうした取り組みが実を結び平成16年1月

に名水復活宣言が執り行われ、その後20年に

渡り良好な状態を維持し続けてこられたこと

は、市民、事業者、そして市役所の方々の

並々ならぬ努力の成果であったと改めて敬意

を表させていただきたいと存じます。

そして、その先人達から受け継いだ名水を

しっかりと守り、美味しく安全な水を未来に
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引き継いでいくという皆様の決意と不断の取

組みに対して、大きな期待を寄せている所で

もございます。

県といたしましても、水質の監視や事業所

への指導を通して、皆様とともに命を育む秦

野の名水を守っていけるよう引きつづき取り

組んで参りますので、よろしくお願いを申し

上げます。

本日は誠におめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして衆議院

議員 牧島かれん様、お願いいたします。

牧島議員

秦野名水復活20周年、誠におめでとうござ

います。

この20年を振り返りますと、秦野市、そし

て関係者のみならず市民の皆様の大きなご苦

労があったんだろうという事を触れざるを得

ません。

苦悩の時を超えてそこに地下水として素晴

らしい潜在力がある、それを守り、皆さんが

次の時代に引き継ぐために取り組みを重ねて

きてくださった事に心から感謝と敬意を表す

る所でございます。秦野の美味しい水はブラ

ンド力を持つものとして広く知られる所とな

りました。私もただ飲んで美味しいだけでは

なくて、お料理に使われる方、または他の飲

み物として活用するために水を求めて市外か

らも来られる方々の姿にも触れてきましたし、

東京界隈でも秦野の名水は大変高い評価を受

けているのも聞いております。

秦野が持つ大きなブランド、そして誇りで

ありますこの名水をまた次の世代にここから

先、私たちが引き継ぐ事ができるよう、皆様

からのご協力もいただきながら共に取り組み

を続けて参りたいと存じますので、どうぞ今

後ともよろしくお願い申し上げます。

本日は誠におめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして参議院

議員 井上義行様、お願いいたします。

井上議員

皆さんこんにちは。ご紹介いただきました

参議院議員の井上義行でございます。

秦野名水復活20周年、誠におめでとうござ

います。これまで本当に市民の方そして関係

者の皆さんの努力により、この復活をしたと

お伺いしました。

その間、大変な努力、そして色々な苦労が

あったと思います。改めて、この復活に対し

てご尽力をいただいた市民の皆様、関係者の

皆様、行政の皆様、敬意と感謝を申し上げた

いと思います。この名水というものを観光や、

あるいは産業へと導くために今後とも努力を

して参りたいと思います。

この名水が全国のみならず、世界に羽ばた

けるようにしっかりと支える事をお誓いし、

私の挨拶に代えさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして環境省

大臣官房審議官 針田哲様お願いいたします。

針田審議官

本日はおめでとうございます。秦野名水復

活20周年記念式典の開催に当たりまして、一

言ご挨拶申し上げます。

秦野市の秦野盆地湧水群は昭和60年に名水

百選に選定されています。
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秦野市では縄文時代より湧水を生活用水と

して活用していた痕跡がみえるなど、湧水は

古くから人々の生活とともにあったと伺って

おります。

平成元年に弘法の清水から有機塩素系のテ

トラクロロエチレンが検出されましたが、全

国に先駆けて秦野市地下水汚染の防止及び浄

化に関する条例を制定するなど、市の皆様方

が官民一体となって水質改善に取り組まれ、

そして平成16年の復活宣言から約10年後とな

る平成27年には、名水百選の選定から30周年

を記念して実施した名水百選選抜総選挙にお

きまして「おいしい秦野の水－丹沢の雫－」

がおいしさが素晴らしい名水部門で全国1位

になりましたのは、皆様方の努力の賜物だと

いう風に理解しております。

さて、近年の水、大気、土壌などの環境に

ついては生活の環境の変化や気候変動の影響

などが顕在化しており良質な水の確保への関

心が高まっております。この水問題を先頭に

立って取り組まれてきた秦野市の皆様方に深

く敬意を表したいと思います。

環境省でも良好な水環境の創出により地域

活性化や国民生活の満足度の向上が図られる

よう地方自治体や民間企業等、様々な主体と

連携した取り組みを推進しており、皆様への

援助になればという風に考えております。

最後になりましたが本式典の開催に当たり

ご尽力をされた秦野市をはじめとする関係の

皆様方に深く敬意を表しますとともに、ここ

にお集りの皆様の益々のご発展を心より祈念

いたしまして、私の挨拶とさせていただきま

す。

本日はおめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして神奈川

県議会議員 神倉寛明様、よろしくお願いい

たします。

神倉議員

皆様こんにちは。ご紹介をいただきました

神奈川県議会議員の神倉寛明でございます。

本日は名水復活20周年記念式典がこのよう

に盛大に開催されました事を心からお慶びを

申し上げます。また、本市の財産である名水

の保全、PRなど様々な立場でお力添えいた

だいている事に、私の立場からも感謝を申し

上げる次第でございます。

さて、歴史を紐解きますと、約30年前に地

下水に汚染が発見され、市民はじめ、非常に

厳しい状況に陥りました。

当時、柏木市長や二宮市長、そして専門部

署が設置され、様々な議論の中、特に技術職

の職員であった津田さんの考案により、地下

水を汲み上げ、そしてその地下水を浄化し、

地下に水を戻す地下水の人工透析装置を作り

上げ、そのことにより早期の名水の復活に繋

がった。私自身も市議会議員時代、津田さん

からその話をお聞きいたしました。改めて、

当時の市長、幹部、津田さんのご功績に敬意

を表したいと思います。

このような苦境を乗り越え先人達が残して

くれた名水という地域資源の財産をしっかり

守り、次世代に繋げ、秦野の名水を生かした

まちづくりに繋げていかなければいけない、

それが我々世代に課された大きな責務である

と感じております。

私の立場としても、神奈川県水源環境保全

税の維持、森林や地下水の保全、そういった
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ものに引き続き努力をして参る、そういった

所存でございます。

結びになりますが、名水復活20周年という

節目、こういったものを契機に名水地の秦野

が更なる発展を遂げる事を祈念し、甚だ簡単

ではございますが、私からのお祝いのご挨拶

に代えさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。

司会

ありがとうございます。続きまして神奈川

県議会議員 谷和雄様、よろしくお願いいた

します。

谷議員

只今ご紹介いただきました谷和雄でござい

ます。本日は秦野名水復活20周年記念式典が

このように開催されます事、心よりお慶び申

し上げます。

そして20年前の先人の皆さん、様々な努力

をされ名水を復活し、そして現在までの20年

間、更なる秦野名水の維持、保全に取り組ん

でいただきました皆様方に、心より感謝を申

し上げます。

さてこの20年間、秦野の名水を守るという

ことは更なる取り組みをしなければならない

訳でございます。そうした中で行政として取

り組んだ事、民間の皆さん、市民の皆さんが

取り組んだ事、2つあるかと思います。

行政においてはやはり公共下水道の普及促

進。これは先ほど小菅議長からもお話があり

ました河川の浄化には大きな役割を担いまし

た。そして更に市街化調整区域内においては

小型合併浄化槽の普及促進、そして維持管理

にも行政は一生懸命市民の皆さんのご理解を

いただきながら努力いたしました。

そして何より、秦野にいらっしゃる市民団

体の皆様が河川の美化清掃、1年間の内に幾

度となくご努力いただき、秦野市から下流域

の皆さんへゴミを流さない、このような想い

で市民総ぐるみでこの秦野の名水を守ってき

たものと理解しております。

このような努力のおかげをもちまして、秦

野市の下流域においてもお子様連れの家族が

水遊びを楽しむ、このような状況になった事

は、秦野市民としてとても誇らしく、嬉しく

思う所でございます。海のないこの秦野市に

おいて下流域の県民の皆様方に秦野の清流、

そして名水を届けることが我々の責務と考え

ております。私も市民の皆様とともに秦野の

名水を守る取組みに共に取り組んでいきます

事をお誓い申しまして本日のお祝いのご挨拶

とさせていただきます。

本日の式典の開催、誠におめでとうござい

ます。

司会

ありがとうございます。次にご列席いただ

きましたご来賓の皆様をご紹介させていただ

きます。お名前をお呼びいたしますので、

その場にてご起立をお願いいたします。

まず壇上にいらっしゃいます秦野市地下水

保全審議会会長 小林剛様。

続いて皆様から見て右手前方、観客席にい

らっしゃいます同審議会の前会長 長瀨和雄

様。只今ご紹介いたしました小林様、長瀨様

につきましては、この式典の後に行われます

記念講演、パネルディスカッションにもご出

席いただく予定となっております。

続いて、お名前のみのご紹介とさせていた

だきます。
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秦野市議会議員 原聡様、野々山静香様、

古木勝久様、中村英仁様、今井実様、

福森真司様、八尋伸二様、横山むらさき様、

高橋文雄様、風間正子様、大野裕司様、

ご紹介は以上とさせていただきます。

ありがとうございます。

壇上の皆様につきましては、この後の動画

放映のため、係の誘導に沿って各席の方にご

移動いただきますようお願いいたします。

本日はご来賓の方々、そしてご来場の多く

の皆様方にお集りをいただき名水復活20周年

という節目の記念式典を開催する事ができま

した。先人達の取り組みを振り返り、再発を

防ぐためにもこの先の名水の更なる発展を願

い、これまでの汚染対策の経過をまとめた動

画を作成いたしました。ステージ正面にあり

ますスクリーンの方をご覧ください。

＜動画放映＞

地下水汚染を一丸となって乗り越えた本市

の歴史ある名水を将来の秦野市を担う世代に

伝えていくため、これからも皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。

それでは、これをもちまして記念式典の第

1部を終了させていただきます。
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谷 芳生

それでは、短い時間ではありますがパネル

ディスカッションを行わせていただきます。

壇上には、先ほどご講演いただきました市

地下水保全審議会の現会長の小林様、そして

前審議会会長長瀨和雄様に上がっていただき

ました。長瀨様は神奈川県温泉地学研究所職

員として秦野盆地の地下水調査、これに携わ

り平成9年度から同研究所の所長を務め、平

成29年度には国土交通大臣より水資源功績者

表彰を受賞しております。

それでは、まず初めに、地下水汚染対策の

当初審議会から関わっていただいている長瀨

様から当時の苦労話などについてお話を伺い

たいと思います。

長瀨 和雄

今日何回も出ていますタッチという週刊誌

があったのですが、1989年、平成元年ですが

東京の地下水汚染を特集していまして、その

3回目で秦野の弘法の清水が発がん性のある

有機塩素系溶剤で汚染されているという事が

写真入りで大々的に報じられたんです。

皆さんご存じの通り秦野では地下水が飲み

水として利用されているので大変大騒ぎにな

りまして、市役所には連日厳しい電話が殺到

したと聞かされています。

神奈川県下初めての地下水汚染の発覚で非

常に緊張しました。秦野市は直ちに専門家、

行政機関からなる汚染対策審議会を立ち上げ

ました。審議会の初代の会長には平沢にある

バイオアッセイ研究センターの所長さん、お

医者さんですが任じられて地下水汚染地域の

市民の健康調査、健康診断、それが審議会の

最初の仕事だったんです。非常に深刻に受け

止めたわけです、地下水汚染を。

それで汚染源の特定、汚染の実態の現地調

査、その方法は丁度1年前に千葉県君津市で

同じ地下水汚染が発覚して千葉県の公害研究

所地盤研究室が既に対策に取り組んでいたわ

けですね、私の友人がそれをやっていたので、

そこで行っている手法をそのまま秦野に取り

入れて戸惑うことなく、取り組みを開始でき

たんですね。

現地調査は秦野市の水無川で二分しまして

右岸は秦野市、左岸は神奈川県が温泉地学研

究所に汚染調査手法の開発として数千万円の

予費用を予算化してくれて、汚染の実態調査

を始めたんです。

秦野市の審議会には、神奈川県から県庁、

行政センター、公害センター、温地研が参加

しまして秦野の汚染対策に対して神奈川県は

全力を投入して、県と市が一丸となって強力

な行政力を発揮して汚染対策に取り組んだわ

けです。

神奈川県はこの調査を本にして、秦野で

行っているような行政が主体になった汚染対

策に取り込む神奈川方式と呼ばれる地下水汚

染対策マニュアルを作りまして、その後、神

奈川県下、小田原、平塚、二宮、その他の地

域各地で顕在化した地下水汚染に対応しまし

た。

それから2000年代に入って国の土壌汚染対

策法が出来まして、神奈川県方式は姿を消し

たんですが、秦野の審議会は地下水保全全般

に活動を広げ名水復活20周年を迎えた現在で

も秦野市地下水保全審議会と名称を変えて、

全国に誇れる地下水行政を展開しているとい

うわけですね。以上です。
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谷 芳生

ありがとうございます。もう当時30年以上

前の話になるわけですが、秦野市もこういっ

た地下水汚染に関しましてはゼロからのス

タート、こういった中で審議会の長瀨先生を

はじめ、様々な知見を有する方々のご助言、

または先進例を参考にした中で神奈川県とと

もに今の地下水の状況調査、取組み、こう

いったものを作り上げてきたというお話、

我々も当時いなかった者としてこういった生

の声は大変参考になるものでございます。

続きまして小林会長にお聞きしたいんです

けど、小林会長は、日本でも化学物質の有害

設計性について警鐘を鳴らした日本の第一人

者でございます横浜国大の浦野名誉教授から

審議会の委員のほうを受け継がれて今審議会

の会長としてご協力をいただいているもので

ございます。

審議会の会長としまして小林先生、先ほど

講演会でお話いただきましたが秦野市の名水

復活、ここまでいったという功績について、

お話いただきたいんですが。

小林 剛

さきほど講演会の中でもお話したのでだい

ぶ重複してしまうんですが、私自身実際問題

発覚当時は浦野研究室の学生で、その当時津

田信吾さんとか秦野市の方が研究室に来て、

どうしたらいいんだというのを、他のそう

いった研究のテーマに携わった先輩達と一緒

に議論したり、調査方法をボーリングバーの

検知管法だったりとか色々試したり検討して

いたのを今も覚えています。

そういう意味では大分浄化が終わってから

引き継がせていただいたわけなんですけど、

過去の取り組みを見させていただいて、さき

ほど講演でも申しましたように、やはり全て

の事業所に調査や汚染が見つかった場合の対

策をしてもらったことが、今も日本全国で

困っているポイントなのかなと。それをなん

とかするためにお金をかけてでも綺麗にして

しまえという掘削除去ではダメで、秦野市の

場合、土壌ガス吸引装置がかなり活躍しまし

たけれど、市の方も一緒になって実際の調査

から浄化のところまでやられていたというの

が一つの大きなポイントかなと思っています。

全国の、特に中小の企業、クリーニング屋

さんですとか数人でやっている会社さんだと

自分たちでやるというのは絶対に無理ですよ

ね。それがこの秦野市の場合はそういう所も

含めて浄化できた。秦野市だけクリーニング

屋さんがあるわけではない。全国にクリーニ

ング屋さん中小企業たくさんございます。そ

ういう所を今後どうしていったらいいのか、

今まだ殆どの所の中小企業で汚染は残ってい

ますので、それをなんとかするという、非常

に大きな成功事例というのを秦野市さんは

作ってくださったな、と。

そういう意味では過去の功績ではなくて、

今後もそれを展開する事によって非常に大き

な功績になると思っています。

谷 芳生

ありがとうございます。

秦野市は先ほどのお話にあったように当時

汚染対策係という専従組織をつくり、その中

で専門的に取り組みをしてまいりました。そ

して更にこの浄化が広く進んだのは小林先生

のお話にあった中小企業、町のクリーニング

屋さんだったり、町工場であったり、こう
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いった所も浄化に取り組める仕組み、制度、

あるいは浄化装置の貸し出しであったり、こ

ういった所が功績となって、これを今お話し

のあった全国に秦野モデルとして広がってい

けば、秦野市の汚染対策をやってきた甲斐が

ある、そういう風に感じます。

また懐かしい名前がでましたけれども、津

田さんですね、実はもう退職をされてお亡く

なりになった方なんでけど、私も当時津田さ

んと一緒にお仕事をさせていただきました。

ちょうどスクリーンに名水復活の時、平成16

年1月1日の弘法の清水の写真がございます。

真ん中で乾杯の手を挙げているのが津田さん

でございます。秦野の地下水汚染対策を中心

になって進めてこられた方であります。ちな

みにその隣に立っている若者が私だったわけ

ですけれども、この20年という年、また汚染

があってから30年以上という月日は非常に長

いもので、小林先生も当時学生だったとお話

もありましたけれども、これからも秦野の名

水、おいしさも水量も素晴らしい名水を後世

に残していくため、どういった事が大切なの

かを最後お二方にそれぞれお話をしていただ

ければという風に思います。

長瀨さんからいかがでしょう。

長瀨 和雄

汚染の方は隣の小林先生にお任せしまして、

どちらかというと量の方ですね、私が秦野盆

地の地下水と関係したのは今から50年以上前

の事です。神奈川県温泉研究所に地下水部門

ができまして、温泉だけでなく地下水も研究

するという事になったんです。秦野盆地地下

水5か年計画というのを先に研究所のほうで

作ったんです。で、その担当になった。それ

が私の秦野の地下水との関わり始めです。

当時日本では大阪万博が開かれたり、高度

経済成長の真っただ中にあったわけです。日

本各地で地下水の地下水の汲み上げが過剰、

湧水の枯渇や地盤沈下が起きていたわけです。

皆さんご存じでしょうか、秦野には江戸時代

からずっと利用されていた曽屋水源がありま

す。そこにはおじいさんが曽屋水源に住み込

んで、水源を管理していました。おじいさん

は秦野水源の湧出量、地下水が湧く量を毎日

記録してきたわけです。当時曽屋水源の湧水

量は年々減ってきたわけです、地下水を汲み

上げすぎて。降水量が少ない、雨が少ない時

には枯渇するような事も起こっています。

そういう現象を見続けているおじいさんは

なんとなく元気がなくて寂しそうな顔をして

いるような、そんな風に私には見えました。

その後、秦野市は地下水涵養事業など地下

水保全努力を続けました。で、全国で初めて

地下水を市民共有の財産と宣言して条例化し

たんですね。これは言葉で言えば簡単なので

すが、この条例化というのは他の市町村に

とって大変羨ましい、未だに全国どこでもで

きていないわけなんですが、私はそれを身に

染みて知っています。例えば全国的に見れば

色々ありますが、福井県の大野市、ここは東

海大学がバックアップしてそれを努力しまし

た。神奈川県で言えば秦野市と共に名水百選、

洒水の滝を持っている南足柄市ですね、私が

研究所の時代に南足柄市から若い職員が研修

で1年間派遣されてきました。

彼はその後、市に帰って秘書課長という重

職を務めていたんですが、秦野のような条例

化はとうとう出来なかったんです。
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個人的に言うと私も秦野市地下水の研究で

学位をとらせていただいたり、先ほどご紹介

いただきました国交大臣から表彰もいただき

ました。

現在、私は曽屋水源のおじいさんよりも年

をとっていますが、こんなに暑い酷暑の中、

盛大な秦野名水フェスティバルというのを見

せていただきました。私は今でも元気で楽し

く幸せなわけです。そういうような生活を送

れるわけです。本当に感謝しています。

ありがとうございます。

谷 芳生

ありがとうございます。続きまして、小林

先生よろしくお願いします。

小林 剛

はい、私も先ほど申しましたけれど、地下

水と土の関係からという事で、先ほど最後に

土というのはストック型の汚染だというのを

申しました。一度汚染してしまうと、これだ

け秦野市さんも上手にやったとは言っても10

年かかって浄化を進めたわけですね。それも

非常に苦労の中で。やはり一度汚染してしま

うと大変な事になる。例えば汚染するのは一

瞬でできてしまうんです。ですから例えば誰

かが特に気にせずペンキをこぼした、使い古

しのペンキを穴掘って埋めたとか、それでも

それが後々どうにかなるかも分からないとか

ですね。先ほど素晴らしいなと思ってお話を

伺っていたんですけれども、水無川のゴミを

清掃する、非常に素晴らしい活動だと思うん

ですね。ゴミを放置しておくとここはいいん

だ、というようなことでそこにみんな捨てて

いってしまうだったりとか、あそこはあまり

注意の目がないよというとそれこそ不法投棄

されてしまったりとか、本当に大規模な不法

投棄によって土壌や地下水が汚染されて非常

にご苦労されている自治体も日本全国にあり

ます。

そういう意味では行政だけではダメで、や

はり市民の皆さんのご協力、関心の目もあっ

てきれいな環境を皆で守っていくんだという

ような取り組み、それが秦野市では今もでき

ている、こういうフェスティバルがあったり

して、ぜひ続けていってほしいですね。やは

り皆でそれを守っていくんだというような事

をお願いできればなと。

残った汚染はもちろん綺麗にしていかなけ

ればならないんですが、やはり今後新たな汚

染を作らずに、この綺麗な美味しい水を使い

続ける事ができるよう、是非、行政だけでな

く、企業だけでなく、市民の方も含めて連携

していくことが大事だと思っております。

谷 芳生

ありがとうございます。やはりお二人のお

話を聞きますと、この秦野の名水、これを

守っていく為には量も大変重要になります。

また、当然質の保全、新たな汚染を作らない、

こういった事を心がけてこれから先も市民一

丸となって秦野の名水を守っていきたいと、

そういう風に思います。

それでは大変短い時間ではございましたが、

以上でパネルディスカッションの方を終了さ

せていただきます。

本日の記念式典は以上で終わりとなります。

来年1月1日に名水復活から20年を迎えます。

本日皆様とお話させていただいたことを忘れ

ることなく、これからも全国に誇る秦野名水

の保全と利活用にご協力をお願いいたします。
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小林 剛（こばやし たけし）

横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授

平成20年から秦野市地下水保全審議会に所属し、平成30年から現在に至るまで、同審議会の会長

として秦野市の地下水保全施策の推進に貢献している。

長瀨 和雄（ながせ かずお）

元神奈川県温泉地学研究所 所長

国土交通省水資源功労者表彰受賞（平成29年度）

平成元年の発足当初から秦野市地下水保全審議会に所属。平成17年から平成29年まで同審議会の

会長として地下水汚染機構の解明、汚染の未然防止、原因者による浄化義務を盛り込んだ全国初

となる条例の制定に携わり、名水百選「秦野盆地湧水群」の水質復活に専門家として貢献した。
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名水百選選定を契機として昭和62年に整備された現在の弘法の清水水屋は、設置

から36年が経過し、木製部の経年劣化による水質への影響が懸念されていました。

このことから、名水復活20周年記念事業の一環として、ふるさと納税を活用した

ガバメントクラウドファンディングによる「弘法の清水水屋更新プロジェクト」を

実施しました。

募集期間：令和5年7月21日～10月18日（90日間）

支援総額 1,372,112円
たくさんのご支援ありがとうございました。

寄附金を活用し、弘法の清水の水屋更新が完了しました。
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弘法の清水水屋更新プロジェクト

設置後の新水屋外観新水屋設置時の様子

老朽化した旧水屋内部旧水屋撤去後の湧水
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日時 令和６年１月１０日（水）午前10時から

場所 弘法の清水（大秦町１－３１）

市長挨拶 秦野市長 高橋 昌和

本日は、大変お忙しい中、秦野名水復活２０周年記念祝賀会にお集まりいただき誠にありがとう

ございます。ご存じのとおり平成元年、ここ「弘法の清水」の地下水汚染が報道されました。それ

以来、秦野市では事業者、市民の皆様と一丸となって地下水汚染対策事業を進めてまいりました。

これは全国に誇るべき取組みであり、それが身を結び、平成16年1月1日に「名水復活」を宣言しま

した。現在では、この「秦野名水」の保全と利活用を推進しているところです。こうした取組みが

できるようになりましたのも、偏にこれまでの先人達のご尽力と、臼井戸水神講の皆様をはじめと

する多くの地域の皆様方のご理解、ご協力があっての今日だと思います。改めて感謝申し上げます。

本年1月1日に名水復活宣言から20年を迎えたことをお祝いするとともに、これまでの地下水汚染

対策の歴史を振り返り水資源の重要性を再認識し、市民共有の財産である「地下水」の保全をこれ

まで以上にしっかり取り組んでまいろうと思っております。

引き続き、皆様方のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。

地元水神講祝辞 臼井戸水神講 代表 高橋 隆夫

本日は名水復活20周年を祝う場ということで、謹んでお祝い申し上げます。昨年「弘法の清水」

の水屋を新しく造り変えていただきました。これには、多くの方々の寄附金のご協力をいただき、

誠にありがとうございました。おかげさまで立派な水屋をつけていただいております。この湧水は

関東大震災の時においても止まることなく、今と変わらず湧き出ていたと先代から聞いております。

この命をつなぐ生活用水としても、先代から引き継いだ臼井戸を水神講の皆様と共に、これから

もしっかり守っていきたいと思います。

本日はありがとうございました。
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おわりに

この度の秦野名水復活２０周年記念事業を実施するに当たり関係各位に多大なる

御理解と御協力を賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。

今後とも本市の地下水保全施策に対して暖かなご支援をお願いいたします。
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秦野市民憲章

わたくしたち秦野市民は、丹沢の美しい自然のもとで、このまちの限りない

発展に願いをこめ、ここに市民憲章を定めます。

一 平和を愛する市民のまち、それは私たちの誇りです。

一 きれいな水とすがすがしい空気、それは私たちのいのちです。

一 健康ではたらき若さあふれるまち、それは私たちのねがいです。

一 市民のための豊かな文化、それは私たちののぞみです。

一 みんなの発言で住みよいまちを、それは私たちのちかいです。

（昭和44年10月1日秦野市告示第49号）





令和６年（２０２４年）１月
秦野市環境産業部環境共生課


